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Ⅰ．総論    

   

（１）当協会の概要   

 当協会は、外交関係のない日本と台湾の間で、邦人及び本邦企業等の保護、

邦人子女教育の実施、人的往来を含め、貿易、経済、技術その他の交流を維

持、促進させることを目的として、昭和４７年に設立された公益財団法人で

あり、東京に本部を、台北と高雄に在外事務所を置いている。     

 政府の「できる限りの支持と協力を与える」との方針に基づき、事業に要

する経費の大宗は国からの補助金等に拠っており、残りは民間からの維持会

費等によって支えられている。     

 当協会は設立以来４９年間を経過したが、その間日台関係の動向を踏まえ

つつ、定款等に定められた各種事業を柔軟かつ着実に遂行してきた。  

（２）台湾を取り巻く状況  

 昨年は台湾に対する国際社会の関心が大きく高まった一年であった。新型

コロナウイルスの感染流行が世界的に拡大を続ける中、強権的手法によらず

に感染を抑え込んだ台湾に対し国際社会の評価が高まるとともに、新型コロ

ナウイルスを端緒にサプライチェーンが世界的な混乱に陥る中、半導体分野

で世界トップの先端技術を有する台湾の戦略的重要性がますます認識され

るようになった。   

 欧米諸国においては、人権問題や強圧的な外交姿勢を見せる中国への反感

の高まりとともに、台湾を応援する機運が高まっており、議会やハイレベル

の政治家が次々と台湾への支持を表明したほか、駐リトアニアの「台湾代表

処」設立を巡っては、中国がリトアニアとの外交関係格下げ等、撤回を求め

て圧力を強める一方、台湾はリトアニアに経済代表団を派遣して関係強化を

図る等の動きもみられた。  

 昨年６月、日本が台湾に対しワクチンを供与したことは、台湾社会全体に

大きな感謝と感動をもって受け止められ、台湾からは酸素濃縮器等の日本で

不足していた医療器材が供与される等、日台関係には友好ムードが広がった。

同年７月から８月は東京オリンピック・パラリンピックにおける台湾選手団

が活躍し、当協会が一年を通じて行ってきた東日本大震災から１０年の節目

の日台友情関連イベントも大きな盛り上がりを見せた。 

 このような状況の中、台湾からは引き続き国際社会への参加、ＣＰＴＰＰ

への加入等について日本の支持を望む声が上がっている。 

当協会設立５０周年の節目の年となる今年、日台関係をさらに飛躍させる

ことができるよう、当協会としても積極的・戦略的な活動が求められる。  
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 上記の日台関係を取り巻く環境を念頭に、令和４年度においては、下記

「１．」の現状認識を踏まえ、「２．」の基本方針により事業を実施する。

また、個別事業の内容は「Ⅱ．各論」のとおりである。     

     

 １．日台関係等の現状  

  

（１）日台交流    

２０２１年における日台間の人的往来は、新型コロナウイルス感染症によ

る水際対策措置が日台双方で継続したこと等により、訪台日本人が対前年比

９６．３％減、対２０１９年比９９．５％減の１０，０５６人（台湾交通部

観光局統計）、訪日台湾人も対前年比９９．３％減、対２０１９年比９９．

９％減の５，１００人（日本政府観光局統計）と、引き続き制限された状態

にある。     

日本と台湾の地方自治体間交流について、新型コロナウイルスの影響で日

台の往来が困難な状況にありながらも、２０２１年には、京都市と台南市、

京都市と高雄市、福岡県田川市と新北市平渓区との間で交流提携関係が結ば

れた（当協会調べ）。    

文化・スポーツ交流面では、２０２１年７月から９月にかけて東京２０２

０オリンピック・パラリンピック競技大会が開催され、オリンピック開会式

をはじめ、日台双方で大きく注目された。また、台湾を対象とするホストタ

ウン数は世界最多の２８自治体に上った。     

経済面でも日台は互いに非常に重要なパートナーである。日本側統計によ

れば、２０２１年の日台間貿易総額は９．７兆円と昨年を大幅に上回り、過

去最高を記録し、中国、米国に次ぐ第３位の貿易相手である。我が国の２０

２１年の対台投資においては、金額ベースでは７．３億ドル、件数ベースで

は２３１件と、前年を下回る結果となった。主な投資案件は、日系電機メー

カーによる同社台湾法人への大型増資、日系不動産会社による同社台湾法人

への増資等があげられる。   

日台間の市民感情は引き続き良好であり、駐日台北経済文化代表事務所が

２０２１年１１月に日本国内で行った世論調査では、日本人の７５．９％が

台湾に「親しみを感じる」と答え、また７１．４％が日台関係を「良好」と

答えた。台湾住民も総じて親日的であり、とりわけ若い世代の日本に対する

関心は高い。     

２０１５年に米台間で立ち上げられた人材育成の枠組みであるグローバ

ル協力訓練枠組み（ＧＣＴＦ）への当協会の共催参加は、３年目に入り、２

０２１年は「国土強靱化」、「サプライチェーン」、「ワクチン接種」など
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計１３件のオンラインセミナーを共催した。また、１２月には、２０２２年

のセミナー計画案などを議論する合同委員会を当協会が初めて主催し、委員

会開催後には共同声明を発表した。ＧＣＴＦには日米台のほか、豪州も「フ

ルパートナー」として共催に加わっており、ＧＣＴＦの活動はますます発展

している。     

新型コロナウイルス感染症の世界的感染拡大が継続するなか、台湾でワク

チンが不足していた６月から１０月にかけて、日本は台湾にアストラゼネカ

製ワクチンを計６回、４２０万回分供与し、台湾のワクチン接種率の向上に

大きな役割を果たした。また、日本での感染拡大を受け、９月から１０月に

かけて、台湾からも日本に酸素濃縮装置約１，０００台及びパルスオキシメ

ータ約１０，０００台が寄贈されるなど、コロナ禍においても良好な日台関係の

深化を見せている。   

２月８日、台湾において、福島県、群馬県、栃木県、茨城県、千葉県で生産・ 

加工された農水産物・食品に対する輸入停止措置の解除を含め、日本産食品に

対する輸入規制の緩和が発表され、同月２１日に正式に実施された。 

 

（２）台湾経済     

行政院主計総処が２０２２年２月に発表した国民所得統計等の概算値に

よると、２０２１年の実質ＧＤＰは、内需の回復、輸出の好調や継続的な民

間投資、生産能力の向上等を受けて、前年比＋６．４５％増となる見込みが

示された。その成長寄与度をみると、内需部門が＋４．５５％、外需部門が

＋１．９０％となっている。     

また、２０２２年の経済成長率の見通しについて、２０２２年２月時点で

＋４．４２％増が予測されている。これは外需による輸出の見通しが一段と

活発になったための数値となっている。     

（３）台湾内政    

 第２期政権２年目の２０２１年、蔡英文政権は、新型コロナウイルス感染

症拡大で一時逆風にさらされるも、日本をはじめとする諸外国からのワクチ

ン提供等もあり、感染者数の押さえ込みが成功して支持を盛り返し、その後

は基本的に安定した政権運営を維持した１年であった。     

新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受け、予定されていた政治日程が

大幅に後ろ倒しとなった。     

当初７月に予定されていた国民党主席選は、２か月延期となり、９月２５

日に実施された。結果は朱立倫・元主席が勝利したが、得票率は４５．８％

にとどまり、他方、統一派で党内に基盤のない張亜中氏の得票が３２．６％

に及ぶなど、国民党内の路線対立が浮き彫りとなった。     
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１０月１０日の双十節において蔡英文総統は、①自由で民主的な憲政体制、

②中華民国と中華人民共和国が互いに隷属しない、③主権の侵犯と併呑は許

さない、④中華民国台湾の前途はすべての国民の意思に従う、の「４つの堅

持」が、台湾の人民が設けた最低ラインで与野党の最大公約数である等と述

べ、注目を集めた。     

１２月１８日、新型コロナウイルスの感染拡大の影響で８月から延期とな

っていた公民投票が実施され、「第４原発の建設再開」、「飼料添加物ラク

トパミン使用豚肉輸入禁止」、「公民投票と大型選挙の同日実施」及び「藻

礁の保護（液化天然ガス受入れ基地の移転）」の計４案全てが不成立となっ

た。民進党は全て反対、国民党は全て賛成を掲げていたが、いずれも成立要

件となる賛成票が有権者数の４分の１に達しなかったほか、反対票が賛成票

を上回る結果となった。   ２０２２年１月９日に実施された立法委員の補欠

選挙においても国民党候補は敗れ、同日実施された民進党が支援する無所属

立法委員の罷免投票も不成立となり、１１月に統一地方選挙を控える中で、

国民党にとっては厳しい結果が続いている。    

（４）対外関係（両岸関係を含む）    

 ２０２１年１月のバイデン政権発足以降も、緊張状態が継続している米中

関係を背景として、台湾は米国と良好な関係を維持しており、米台間の協力

関係は深化している。米国議員団も続々と訪台しており、ドッド元上院議員、

ダックワース上院議員、コーニン上院議員及びタカノ下院議員等がそれぞれ

軍用機で訪台した。ワクチンの支援や、５年間中断されていた米台貿易投資

枠組協定（ＴＩＦＡ）協議の再開、自走砲４０両など総額７．５億米ドル規

模の武器売却の発表、米国主催の「民主主義サミット」への招待などのほか、

「台湾防衛法案」、「台湾平和安定法案」、「台湾パートナーシップ関連法

案」など、台湾に関連する様々な関連法案も超党派の議員によって提出され

た。     

２０２１年は台湾と欧州との関係が大きく進展した１年であった。７月、

台湾外交部はリトアニアに「駐リトアニア台湾代表処」を設立することを発

表し、１１月に開設した。欧州で「台湾」の名称を使用した初めての在外事

務所である。これに対し、中国は駐リトアニア大使館を格下げし、大使を本

国に呼び戻したり、リトアニア製品を中国で通関させなかったりなど大きく

反発した。他方で米国などはリトアニアを支援し、また、台湾も中国に輸出

できないリトアニア製品を台湾企業が買い取るなどの取組を行っている。１

０月には呉釗燮外交部長がスロバキア、チェコ、ポーランドなどを訪問する

など、東欧やＥＵとの関係強化を図っている。欧州側も「ＥＵと台湾の政治

関係と協力」報告書が欧州議会で初めて採択されたほか、年後半には欧州議
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会議員団、フランス議員団、スロバキア経済副大臣などが相次いで訪台した。

他方、１２月、米国との関係が悪化していた一方で中国との関係を重視する

ニカラグアのオルテガ政権は、一方的に中国と外交関係を再開し、台湾との

断交を発表した。     

２０２１年は台湾海峡情勢にも大きな関心が集まった。日米会談やＧ７サ

ミットなどで「台湾海峡の平和と安定の重要性」が度々言及されるなど、台

湾を巡る地域情勢への関心がますます高まっている。     

両岸関係については、中国は従来からの姿勢を崩しておらず、７月１日に

行われた共産党設立１００周年記念式典では、習近平国家主席は「台湾問題

を解決し、祖国の完全な統一を実現することは、中国共産党の歴史的な責務

であり、いかなる台湾独立のたくらみも粉砕する」と述べた。１０月９日の

辛亥革命１１０周年記念演説でも「台湾問題は純粋な中国の内政であり、い

かなる国外勢力の干渉も許さない」と訴えた。     

実際に、中国は軍事的圧力を強めており、人民解放軍機による台湾の防空

識別圏（ＡＤＩＺ）への侵入が急増している。２０２１年は延べ約９５０機

の中国軍機がＡＤＩＺに侵入し、前年の約３８０機から大幅に増加している。

   また、経済面においても中国は２０２１年２月下旬に突如、害虫が混入し

ていたことを理由に台湾産パイナップルの輸入停止を発表。同様に、９月に

は台湾産バンレイシとレンブ、１２月には台湾で養殖されたハタを禁輸し、

台湾側からは「政治的圧力」と非難の声が上がった。     

一方、台湾の蔡英文政権も、日米欧などから相次ぐ台湾情勢への関心表明

や、世界的な供給不足が続く半導体について台湾がサプライチェーンの重要

な一角を担っていることなどを背景に、現状維持を求め、対話による対立解

消を求める姿勢を堅持している。  

１１月、中国は蘇貞昌行政院長らを「頑固な台湾独立分子」として制裁を

課すリストに加え、生涯にわたって刑事訴追すると発表して圧力を継続。し

かし台湾は、中国とはあくまでも「平和、対等、民主、対話」を通じた緊張

関係の緩和を求めると同時に、武力による威嚇には屈しない態度を明確にし

ており、２０２２年以降も両岸関係の緊張は続くものと推測される。     

中台の軍事バランスは、全体として中国側に有利な方向に変化しており、

その差は年々拡大する傾向である。さらに、台湾国防部は中国の軍事攻撃に

至らない「グレーゾーン」の侵害行為の脅威への警戒感を高めている。こう

した中、米国は台湾関係法に基づいて、台湾の自衛を支持し、台湾への武器

売却等を強化している。     

台湾も「国防固守、重層的な威嚇阻止」を軍事戦略とし、「非対称作戦」

を当面の防衛作戦構想として、戦闘機や艦艇などの主要装備と、高性能艦艇
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や機雷敷設艇、各種ミサイル、無人機などの非対称戦力を組み合わせた重層

的な防衛態勢により、中国軍の侵攻を可能な限り遠方で阻止し、米軍介入ま

で持ちこたえることを想定している。     

そのために、台湾は海空戦力を短期間で急速に増強する必要があり、米国

からの武器調達に加えて、毎年の国防予算とは別枠で、今後５年間に２４０

０億元近くの特別予算を支出して自主開発の装備品を大量に調達するとと

もに、所要の総兵力を確保するため後備戦力改革を推進して、常備・後備一

体による戦力の強化を推進している。    

また、ウクライナ情勢について、緊張の高まりを受け、２０２２年２月２

３日、蔡英文総統は、ロシアによるウクライナの主権侵害を非難し、国際社

会の一員として争いの平和的解決に向け協力すると表明するとともに、台湾

海峡周辺の軍事動向への監視や警戒を強化すると述べた。同月２４日、ロシ

アによるウクライナ侵攻が発生すると、台湾外交部は翌２５日、ロシアに対

し、国際社会と協調して経済制裁を科すと表明した。 

（５）新型コロナウイルス感染症に係る状況    

 台湾では、昨年に引き続き、水際での徹底した検疫措置や、域内感染が確

認された場合の防疫措置の強化を通じ、感染拡大防止を実現してきた 。     

そのような中、域内における感染経路不明の感染例が確認されたことから、

５月１１日に感染状況の警戒レベルが第２級に、その後、域内感染の急激な

拡大を受け、同月１９日から台湾全土で警戒レベルが第３級に引き上げられ、

防疫措置が強化された 。     

また、台湾当局は５月１９日から居留証を所持しない非台湾籍者の入境や

トランジットを一時停止した（緊急・人道案件など特別な許可を得た場合を

除く。）ほか、査証所持者の入境や各種査証申請の受付を一時停止した。さ

らに６月下旬以降、自宅での在宅検疫の不許可、入境時及び検疫期間終了前

のＰＣＲ検査の実施等、検疫措置を強化している。     

これらの厳しい水際措置と防疫措置により、７月下旬には感染状況が落ち

着き、警戒レベルは第２級に引き下げられ 、店内での飲食も許可されるな

ど、感染対策措置は段階的に緩和され、ほぼ通常の生活が送れるようになっ

た。   

他方、海外でのデルタ変異株の感染拡大もあり、水際対策については引き

続き厳格な規制措置が継続され、台湾への渡航や駐在に影響を与えている。

   ２０２２年１月に、桃園空港の清掃員やカート職員などが感染し、さらに

は、レストランや銀行、工場等でも感染事例が発生するなど、市中感染が一

部で拡大したものの、２月２５日現在台湾内の感染状況は安定している。ま

た２月２４日には、３月７日から自宅隔離の期間を従来の１４日間から１０
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日間に短縮するとともに、ビジネス目的の入境を解禁する措置が発表される

等、水際措置の緩和に向けた動きも見られる。 

新型コロナウイルスワクチンの接種状況は、２０２１年５月までの時点で

は、庶民の関心の低さやワクチンの調達量不足のため、接種人口が少なかっ

たが、その後の域内における感染、日本及び米国をはじめとする各国からの

ワクチン供与などもあり、８月末の時点では、１回目の接種を終えた人は人

口の約４割となった。また、８月には台湾が自主開発したメディジェン（高

端）製ワクチンの接種が開始され、蔡英文総統及び賴清徳副総統が自ら接種

することで安全性をアピールした。２０２２年２月２３日時点でのワクチン

接種率は、１回目が８２％、２回目が７６％、３回目が３８％を超え、日本

と並ぶ高い水準になっている。    

（６）台湾日本関係協会との協議、協力    

   ２０２２年１月１１日第４５回日台貿易経済会議の開会式を、２月１８

日に同会議の会長級会合及び第４回第三国市場協力委員会を２年振りにオ

ンラインで開催し、それぞれ大橋会長が参加した。 

   日台貿易経済会議会長級会合では、大橋会長と邱義仁台湾日本関係協会

会長との間で、「日台青少年交流の強化に関する覚書」、「税関支署の協力

に関する日台間覚書」の２つの覚書が署名された。 

 谷崎理事長と邱会長が共同委員長を務める日台若手研究者共同研究事業

については、令和３年度から第２期の実施に取り組んでいる。   

 上記会合以外にも、両協会間で作成された覚書に基づき、中小企業協力、

製品安全等、多岐にわたる分野の実務協議が実施され、日台実務者間の相互

理解の醸成と具体的問題に解決している。   

      

     

２．令和４年度事業実施にあたっての基本方針  

     

上記現状を踏まえつつ、当協会設立５０年目に当たる２０２２年を日台関係

における節目の年と位置づけ、日台間のより一層の交流促進を実現するため、

特に下記の基本方針に留意しながら、「Ⅱ．各論」に記載する個別事業を行う。

個別事業の実施に当たっては、事業の継続性を重視しつつ新たな状況にも柔

軟に対応していく。     

 

（１）全般  

 日台は断交後の非政府間の実務関係の中で素晴らしい関係を築いてきた。

当協会設立５０年目にあたる２０２２年を５０周年の節目として、更なる高
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みを目指し、領事、経済、文化の各分野で事業を実施し、また、中期的な観

点から必要な作業をしていく。  

（２）総務   

 上記「２．令和４年度事業実施にあたっての基本方針」柱書及び「（１）

日台は断交後の非政府間の実務関係の中で素晴らしい関係を築いてきた。当

協会設立５０年目にあたる２０２２年を５０周年の節目として、更なる高み

を目指し、領事、経済、文化の各分野で事業を実施し、また、中期的な観点

から必要な作業をしていく。」の問題意識を踏まえ、とりわけ台北事務所及

び高雄事務所の人員体制の更なる拡充及び組織の改善・強化につき検討を進

める。   

（３）邦人保護     

在留邦人数が１万９,４３０人（２０２１年１２月現在）に達する中で、

邦人保護業務の重要性は増しており、引き続き、その実施に遺漏なきを期

す。  

（４）情報収集・提供及び広報の強化      

台湾側関係者と緊密な意思疎通を維持すること等により、日台間の課題へ

の対応に遺漏なきを期す。第２期蔡英文政権の政策方針、政策決定メカニズ

ム、政局、経済、民意の動向、食品輸入規制問題、歴史に係る問題、両岸関

係等に関する情報収集に努めるとともに、日本側関係者に必要な情報を随時

提供する。     

ホームページ及びフェイスブック等の様々なツールを活用して、引き続き

広報の強化を図る。     

（５）各種の交流・協力促進     

 当協会設立５０年目にあたる２０２２年を５０周年の節目として、文化交

流事業を積極的に推進するほか、経済交流、観光交流、地域交流等の促進を

含む幅広い分野における台湾との協力関係の構築に努める。     

現在の良好な日台関係は、日本語世代（既に平均年齢８０歳超の人々）に

よって築かれた面が強く、かかる世代が少なくなる中で、若い世代の対日理

解者を増加させていくことが極めて重要である。こうした認識の下、当協会

の各種ツールを総動員して新たな知日派育成、あらゆる分野での交流を促進

する。  

①  当協会設立５０年目にあたる２０２２年を５０周年目の節目として令

和３年度から台湾に対する当協会の広報の要としている「日台友情」のキ

ーワード及びロゴ・キービジュアルも積極活用しながら、日台の関係団体

等とも協力し、文化・学術・経済等各種側面からの交流活動等を活発に実

施することにより、日台関係の一層の強化を図る   
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②  台湾当局による日本産食品への輸入規制措置について、台湾当局による

日本産食品への輸入規制措置について、２月８日に台湾側は輸入規制の緩

和を発表し、同月２１日に正式実施したが、残された輸入規制が科学的根拠に

基づいて早期に撤廃されるよう、日本の検査体制等の情報発信、また台湾

当局やプレス等への情報提供を含め、引き続き台湾側に粘り強く働きか

けていく。ＡＬＰＳ処理水に関して、我が国近傍に位置する台湾に対し、

分かりやすい丁寧な広報を行い不安払拭に努める。また東日本大震災か

らの復興支援のため、福島県内企業を始め東北被災地企業と台湾企業と

のマッチング支援を行う。   

③  貿易経済会議、日台第三国市場協力委員会等について、引き続き円滑な

運営とそのフォローアップに努め、日台企業間の協力を促進する。また、

日台海洋協力対話及び日台漁業委員会を通じ、海洋に関連した日台間の

諸懸案の適切な処理を図っていく。    

④  日台双方の関係機関と連携しつつ、日台産業協力架け橋プロジェクト

を推進することにより、中小企業、地方企業等への支援に努める。また､

台北に設置した支援拠点を通じ、日本のスタートアップ企業の台湾にお

ける事業展開を支援する。 

⑤  文化及び人的交流事業においては、台湾における対日世論形成に重要

な役割を果たす人物に対する一層の対日理解促進を図る他、次世代を担

うリーダー候補者の対日理解促進を進めるとともに、台湾人高校生留学

事業や奨学金留学生事業等を通じて、日台間の懸け橋となる青少年層の

交流強化に努める 

⑥  日本研究の基盤を厚くするとともに、優秀な日本専門家を育成するた

めの台湾側当局・学術界・大学等の取組みに対し、支援を継続する。日台

双方の若手研究者が交流し、共同で研究活動に携わる事業を本格化させ

ることで、日台相互理解の増進を促進する。 

⑦  高雄事務所に新たに「日本文化センター」を開設し、台北事務所の「日

本文化センター」とともに、文化紹介事業や日本語教育事業強化のため、

積極的に活用する。   

⑧  日台の地方自治体間での産業協力、観光協力等の取組みを支援して、地

域レベルでの重層的な交流促進に繋げていく。 

⑨  グローバル協力訓練枠組み（ＧＣＴＦ）への関与と協力を強化していく。

また、台湾のＷＨＯ総会へのオブザーバー参加を引き続き支持する。  

（６）新型コロナウイルス感染症への対応     

台湾関係当局による公式発表等の公開情報のほか、衛生福利部、外交部等

関係部門担当者等と緊密な連携を維持して情報収集を行い、正確かつ最新の
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情報の報告、ＨＰや領事メールを活用した邦人への情報発信を行う。また、

本件対応に当たって、現地日本人会（日本人学校含む）及び日本工商会とも

緊密に連携する。     

（７）当協会の運営     

  公益財団法人としての適切な運営に努める。     

①  令和４年度政府予算案では為替レートが１０８円で積算されており、

限りある予算の的確な管理と執行に努める。     

②  各種事業実施のため適正規模の予算及び実施体制確保の必要性につい

て理解が得られるように努める。     

③  維持会員を増加させるため、台湾に進出した企業等に当協会の存在意

義等を説明する機会を設ける等、積極的に勧誘を行うよう努める。     

     

  

  

Ⅱ．各論（個別事業説明）     

     

  令和４年度においては、上記基本方針を踏まえつつ、以下の事業を行う。    

  

１．総務、渉外関係事業      

（１）台湾における邦人の生命、身体及び財産並びに進出企業等の台湾におけ

る財産と利益が損なわれないように、関係当局との折衝を含む各種便宜を

図る。  

（２）邦人の台湾への入域と在留、台湾住民及びその他外国人の台湾から日本

への入国に関し、必要な便宜を図る。     

（３）邦人と台湾住民及び台湾在住外国人との間の渉外事項に関して、調査あ

っせん等必要な支援を行う。     

（４）我が国船舶の台湾諸港への入域(緊急入域を含む)、船員の病気その他の

理由による台湾への上陸等につき、必要な便宜を図る。また、台湾近海での

我が国漁船の安全操業が保証されるよう必要な便宜を図る。      

（５）台湾との運輸、通信関係を円滑に維持するため、関係当局との連絡等必要

な便宜を図る。     

（６）良好な日台関係を更に維持・発展させるため、台湾側関係機関との連絡調

整を密接に行うとともに、台湾情勢や両岸関係等々の趨勢につき十分な情

報収集を行う。     

（７）台湾における在外選挙(郵便投票等)を行うため、在外選挙人名簿登録の

受付、在外選挙人証の交付等必要な業務を行う。     
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（８）台北、台中及び高雄の日本人学校及び台北日本語授業校、新竹日本語補習

授業校に対し、学校の安全対策を含めて必要な支援を行う。     

（９）日台関係の発展に貢献されてきた功労者の発掘に取り組み、その方々へ

の叙勲、大臣表彰、当協会表彰等の顕彰に努める。     

（10）台湾との係わりを有する企業、団体等に加入を働きかけることにより、維

持会員数の維持・拡大に取り組む。     

（11）各分野における知日派育成促進事業を実施し、将来の日台交流を担う知日

派の人材を育成する。   

   

   ２．貿易、経済関係事業    

    

（１）貿易経済会議の開催及び必要なフォローアップを行う。また、日台第三国

市場協力委員会を開催し、第三国市場における日本と台湾双方の企業間の

ビジネス協力について検討を行う。     

（２）日台間の貿易・投資・技術交流の推進を図るため、日台産業協力架け橋プ

ロジェクトの協力強化に関する覚書、民間投資取決め、民間租税取決め等両

協会間の協力文書に記された内容を踏まえつつ、以下の事業を実施する。     

①  日本の中小企業と台湾企業とのビジネス・アライアンスを促進するた

め、商談会、展示会出展支援、セミナー等を実施する。    

②  貿易投資相談業務を実施するとともに、協会ホームページやメールマ

ガジンを通じた情報提供を行う。     

③  台湾との中小企業交流、地域間交流、第三国市場での協力の重要性が高

まっていることに鑑み、ジェトロ、中小機構、商工会議所、地方自治体、

台湾の関係機関等と連携し、日本及び台湾の各地において、日台パートナ

ーシップ強化セミナー等を開催する。     

④  日台双方の関係機関と連携しつつ、日台企業間の第三国市場での協力

を促進する。 

⑤  台湾における日本の中小企業のビジネス展開を支援するため、現地の

関係協力機関等と連携した相談・仲介サービス等事業を実施する。特に日

系スタートアップ企業の台湾における事業展開について支援を行う。ま

た、台湾企業による対日投資促進のため、セミナー等を行う。     

⑥  地域経済団体、業界団体及び地方自治体等の依頼に対応し、市場調査や

対台湾投資等に必要な便宜を図る。 

⑦  今後の日台経済貿易関係の在り方、方向性等について、外部有識者等の

協力を得ながら調査研究を行う。 
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⑧  福島を含む５県産食品の輸入禁止措置撤廃に向けた、日本の検査体制

等の情報発信、また台湾当局やプレス等への情報提供を行う。ALPS 処理

水に関して、我が国近傍に位置する台湾に対し、分かりやすい丁寧な広報

を行い不安払拭に努める。また東日本大震災からの復興支援のため、福島

県内企業を始め東北被災地企業と台湾企業とのマッチング支援を行う。 

⑨  日台間の新たな産業分野での連携を促進するため、関連産業団体と協

力し、半導体を中心としたＩｏＴ、デジタル分野などの展示会への出展や

各種イベントを実施する。 

（３）台湾の貿易・経済・技術関連の有力者、中堅指導者を招聘し、関係者との

意見交換、施設訪問等を行い、双方の理解と交流を深める。     

（４）台湾の貿易、経済関係の一般情報及び市場動向について随時情報収集に

努め、情報提供を行う。こうした情報は、ホームページ等を活用して広く利

用に供するものとする。     

（５）特許庁からの委託に基づき、台北事務所に知的財産権を担当する職員を

駐在させ、関係当局との意見交換、情報交換等を行う。また、台湾における

日系企業等の知的財産権の権利行使等を支援するため、アドバイザーによ

る相談事業を行うとともに、日本及び台湾においてセミナー等を開催する。 

（６）台湾からの訪日観光を促進するため、日本政府観光局や地方自治体等と

連携しながら、台湾における市場調査や広報等を行う。また、日本の地方の

魅力を発信する広報を行い、新型コロナウイルス感染症終息後のインバウ

ンド回復を図る。     

（７）当協会の「日台ビジネス交流推進委員会」と台湾側窓口である「台日商務

交流協進会」との交流に努める。     

（８）日本企業の台湾での事業展開等を支援するため，ジェトロ等と連携しなが

ら、台湾における情報収集や調査、各種イベント等を行う。    

 

３．広報・文化交流等事業   

    

（１）日本への深い理解を促進するために、以下の事業を実施する。     

①  台湾における日本語教育促進のため、台湾の日本語教師に対する各種

支援を実施する。また、独立行政法人国際交流基金からの委託に基づき、

台湾の高校への「日本語パートナーズ」派遣事業を実施し、中等教育に

おける日本語教育を支援する。 

②  台湾の高校生の日本留学事業を実施し、次世代の日台交流を担う知日

派人材の育成につなげる。また、同事業参加者へのフォローアップを行

う。 
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③  大学生及び大学院生に対する奨学金留学生事業を実施し、次世代の日

台交流を担う知日派人材を育成する。また、奨学金留学生のフォローア

ップを強化する。 

④  日本研究に関する修士・博士課程や日本研究単位プログラム等におい

て高い関心が持続されるよう、台湾の日本研究機関及び大学との関係を

強化し、台湾における日本研究の促進を図る。また、平成２２年に設立

した日本研究支援委員会の協力を得つつ、台湾における日本研究に携わ

る人材育成のための支援を行う。 

⑤  台湾における日本研究の推進及び底辺の拡大を図るため、台湾の学部

生・院生及び研究者等を対象とした訪日ないしそれに相当する研究支援

を引き続き積極的に行う。 

⑥  知日派・親日派層の底上げを図るため、日台間の共同研究を促進する。

日台若手研究者共同研究事業において、台湾日本関係協会と協力して引

き続き「環境・エネルギー」「デジタル行政」「外国人材」に関する共同

研究を支援する。また人文・社会科学だけでなく、自然科学分野の共同

研究も助成対象に加えた公募事業も実施する。 

⑦  日本型介護に対する理解増進、人材育成を目的とした日台介護・福祉

関係者交流事業を継続し、台湾の介護士・ケアワーカー等への訪日研修

の実施及び日本の大学院で介護福祉分野を専攻する台湾人留学生への奨

学金支給を実施する。     

（２）日本への関心を喚起・増進するために、以下の事業を実施する。     

①  台北事務所の文化ホールに加え、高雄事務所にも文化センターを開設

し、それら会場等における日本の文化紹介及びシンポジウム等を開催す

る他、他団体主催のイベント等に対する助成や後援等を行う。 

②  大学をはじめとする台湾の教育機関に対する日本関係図書の寄贈の

他、日本文化啓発品の貸し出し等を行う。 

③  台北及び高雄事務所のライブラリーにおける日本語書籍の充実に努

め、閲覧・貸し出しを行う。 

④  日本語能力試験、巡回展、映画上映プログラムをはじめとする国際交

流基金が実施する台湾向け各種文化交流事業等に対し、引き続き連携・

協力を行う。 

⑤  我が国の強みや魅力等の日本ブランド、日本的な価値への国際的理解

を増進するため実施される外務省の「対日理解促進交流プログラム」に

対して、台湾からの青少年の招聘、日本の青少年の派遣等、ないしそれ

に相当する協力を行う。     

（３）広報業務として、次の事業を実施する。     
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①  広報イベントとしては、当協会設立５０年目となる２０２２年を５０

周年の節目として、過去半世紀の日台関係の深まりを振り返りつつ、日

台関係をいっそう強固なものとする事業を実施する。併せて、引き続き

我が国に関する情報を台湾の人々に正しく、かつ効果的に伝え、台湾の

人々に受け入れられる雰囲気づくりに努める。  

②  ホームページ及びフェイスブックを更に充実したものにし、アクセス

件数の増加に努める。広報ツールとしてインスタグラムの利用を試験的

に開始する。また、当協会職員及び有識者による講演やＧＣＴＦ参加等

についての情報を積極的に発信し、広報の更なる強化を図る。  

③  機関誌「交流」については、当協会設立５０年の節目を迎えるにあた

って特集記事の掲載を企画する他、時宜にかなう情報を随時掲載し、一

層の誌面の充実を図る。   

 


